
〈保険医療機関における書面掲示〉 

 

1) 明細書発行体制等加算 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収

証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

 

2) 一般名処方加算 

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、

薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を

行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であって

も、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。ご理解ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載すること

です。 

 

3) 医療情報取得加算 

当院はマイナンバーカード保険証の利用や問診票を通じて、患者様の薬剤情報、特定健

診情報などの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている

医療機関です。正確な情報を取得・活用する為、マイナンバーカード保険証によるオン

ライン資格確認等の利用にご協力をお願いします。 

 

4) 届出済み施設基準について 

当院では、以下の施設基準について地方厚生局⾧へ届出をしております。 

① 運動器リハビリテーション料（2） 

② 二次性骨折予防継続管理料（3） 

③ 小児運動器疾患指導管理料 

④ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 


